
よくある質問⑯

問16-1 失業保険は最大何日分
もらえるのでしょうか。

（答16-1）

基本手当の所定給付日数（受給期間内に

最大もらえる日数）は、雇用保険の被保険

者であった期間、年齢、離職理由によって

決定します。

６５歳以上で離職された方（高年齢求職者給付）



例えば

（ケース１）

雇用保険の被保険者であった期間：８年間

離職理由：自己都合で退職

所定給付日数は「９０日」となります。

（ケース２）

雇用保険の被保険者であった期間：４年間

離職理由：会社都合（解雇）で退職

離職日時点の満年齢：３５歳

所定給付日数は「１５０日」となります。

（ケース３）

雇用保険の被保険者であった期間：２５年間

離職理由：自己都合で退職

離職日時点の満年齢：７０歳

所定給付日数は「５０日」となります。



このように、所定給付日数（受給期間

内に最大もらえる日数）は、失業保険の

手続き後、提出された離職票や雇用保

険の加入履歴等を審査のうえで判定い

たします。

そのため、電話では所定給付日数が

何日になるかついてお答えできません。

あらかじめご了承ください。



（答16-2）
この例の場合、被保険者であった期間は通
算して「１２年」となります。

※４年勤めたA社を退職後、失業保険の手続
きをしないまま、B社へ転職していること、ま
た、A社を退職してからB社への転職までの期
間が１年以内になるため、被保険者であった
期間は「４年＋８年＝１２年」となります。

問16-2 ４年間正社員で勤めたA会社
を退職後、失業保険の手続きをせず、
退職から１か月後にすぐB社に転職し
ました。

B社には８年在籍しています。B社を
退職して失業保険の手続きをした場合
の「被保険者であった期間」は何年にな
りますか。

A社（４年） B社（８年）

就
職

退
職

就
職

退
職

失業保険の手続きをせず、
１年以内に再就職



（答16-3）
この例の場合、被保険者であった期間は通
算して「８年」となります。

※４年勤めたA社を退職後、失業保険を受給
した後に、B社へ転職しているため、A社の４
年間は通算されません。そのため、被保険者
であった期間はB社のみの「８年」となります。

問16-3 ４年間正社員で勤めたA会社
を退職後、失業保険の手続きをして失
業保険を受給していました。そして、失
業保険を受給後、B社に転職しました。

B社には８年在籍しています。B社を
退職して失業保険の手続きをした場合
の「被保険者であった期間」は何年にな
りますか。

A社（４年） B社（８年）

就
職

退
職

就
職

退
職

※失業保険を受給後に就職

失
業
保
険
を
受
給



（答16-4）
失業保険（基本手当）を受給できる権利の有
効期間、いわゆる受給期間は、原則として離
職日の翌日から１年間（短期雇用特例被保険
者は、離職日の翌日から６か月間）となります。

この受給期間内の失業の状態にある日（受
給手続き後の日に限ります）について、所定給
付日数を限度として支給を受けることができ
ます。

このため、この受給期間を過ぎると、所定給
付日数分を受給し終わっていなくても、その
日以後、支給を受けることはできませんので、
お早めに手続きをしてください。

問16-4 受給期間と所定給付日数と
の関係について教えてください。

※12/１３に手続き後、所定
給付日数がまだ残っていて
も、この受給期間満了日以
降の支給を受けることはで
きません。

離
職
日

受
給
期
間
満
了
日

受
給
資
格
決
定
日

3/31 12/13 3/31

離
職
日
の
翌
日

4/1
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